
２０２６年６月２３日 

 

「さぎん新相続定期」の取扱いについて 

 

佐賀銀行（頭取 坂井 秀明）は、２０２６年７月 1 日（水）より、定期預金「さぎん新相続定期」の 

取扱いを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 

ご相続に際しては、お客さまのお手続きやお気持ちに寄り添うとともに、本定期預金を通じて、次世代とのお取

引や継続的なアフターフォローにつなげ、お客さまとの長期的な関係の構築を図ってまいります。 

 

 

 

記                                 

【さぎん新相続定期について】 

取 扱 期 間  
２０２６年７月１日（水）～２０２７年３月３１日（水） 

（ただし、取扱総額５００億円になり次第終了させていただきます。） 

対 象 者  個人のお客さま 

対 象 と な る 

ご 資 金 

金融機関（当行以外を含む）での相続手続き完了後 1 年以内に、相続により取得 

されたご資金を対象といたします。 

対 象 商 品 
⚫ 預入金額１，０００万円未満 スーパー定期（元利自動継続） 

⚫ 預入金額１，０００万円以上 大口定期預金（元利自動継続） 

預 入 金 額 
1 万円以上（1 円単位）。ただし、大口定期預金は一口１，０００万円以上。

（相続により取得されたご資金の金額が上限となります。） 

預 入 期 間 １年 

適 用 金 利 

スーパー定期、または大口定期預金の店頭金利＋年０．８０％ 

（※１）金利は税引き前であり、利息には２０．３１５％（復興特別所得税０．

３１５％含む）の税金がかかります。金利については窓口へおたずねください。 

（※２）初回満期日以降は、店頭金利とさせていただきます。 

取 扱 総 額 ５００億円 

そ の 他  
⚫ 窓口でお預け入れいただいた定期預金を対象といたします。 

⚫ 金利情勢等により、予告なく内容・条件を変更する場合がございます。 

以  上 

THE BANK OF SAGA 

NEWS RELEASE 

 

 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 

営業統括部 担当：田中（悠） 

TEL 0952(25)4584 

https://www.sagabank.co.jp 
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店頭金利に金利上乗せ

年0.80%

さぎん
新相続定期

+
2026年7月1日水～2027年3月31日水［取扱期間］

対象となる
ご資金

金融機関（当行以外を含む）
での相続手続き完了後
１年以内に、相続により
取得されたご資金
詳細は裏面を
ご覧ください。

預入期間1年



この預金は預金保険制度の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。

個人のお客さま

金融機関（当行以外を含む）での相続手続き完了後１年以内に、
相続により取得されたご資金を対象といたします。

預入日における店頭金利に年利0.80％を上乗せした金利を適用いたします。

１万円以上（1円単位）。ただし、大口定期預金は一口1,000万円以上とさせていただきます。

マル優限度額内でお取扱いできます。

全　店

2026年7月1日（水）～2027年3月31日（水）

●預入金額1,000万円未満 スーパー定期預金（元利自動継続）
●預入金額1,000万円以上 大口定期預金（元利自動継続）

※相続により取得されたご資金の金額が上限となります。

※金利は税引前であり、利息には20.315％（復興特別所得税0.315％含む）の税金がかかります。
　金利については窓口におたずねください。
※初回満期日以降は上乗せ金利はございません。店頭金利とさせていただきます。

※ただし、取扱総額500億円になり次第終了させていただきます。

※相続により取得されたご資金には、有価証券と不動産の換金代金も含みます。
※本預金の満期後に再度本預金にお預け入れいただくことはできません。

１年

ご利用いただける方

お 預 入 れ 期 間

対 象 商 品

対象となるご資金

預 入 金 額

適 用 金 利

取 扱 店

ご 留 意 点

マル優のお取扱い

取 扱 期 間

取 扱 金 額

セミナー案内を
掲載します！

LINE
お友達登録
はこちら

キャンペーン情報等を
掲載します！

X
フォロー
はコチラ

商 品 内 容

総額500億円

●ATM、インターネットでおつくりいただく定期預金は対象外とさせていただきます。
●『金融機関での相続完了時期』、『相続により取得された資金』、および『お預け入れされる方が相続人
であること』が確認できる資料※をご提示いただきます。
  なお、当行で相続手続きをされた分については、上記確認資料は不要です。

●お一人さま1回限りのご利用とさせていただきます。
●今後の金利情勢その他の事情により、予告なく本商品の内容変更および廃止を行う場合がございます。

※金融機関の相続手続書類の写し、遺言書や遺産分割協議書の写し、取得金額が記載された通帳や計算書の写し、
保険金支払通知書の写し、有価証券や不動産の売却代金確認書類の写し、戸籍謄本または法定相続情報一覧図
（法務局発行）の写し等

ホームページはこちら https://www.sagabank.co.jp

詳しくは、お近くの佐賀銀行窓口でご相談ください。説明書を用意しております。

さぎん
新相続定期

2026年7月1日現在


